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総
務
委
員
会

庁
舎
等
基
本
計
画
策
定 

審
議
会
条
例
の
制
定

問①
審
議
委
員
を
選
ぶ
際
、
公

共
的
団
体
等
の
代
表
者
と
あ

る
が
、
こ
れ
は
団
体
等
の
長

に
対
す
る
委
嘱
と
捉
え
て
よ

い
か
。

②
庁
舎
の
基
本
計
画
に
つ
い

て
は
、
業
者
に
よ
り
作
成
す
る

と
の
説
明
を
受
け
た
が
、
そ
の

業
者
選
定
に
つ
い
て
は
プ
ロ

ポ
ー
ザ
ル（
＊
）に
よ
る
の
か
。

答　
（
庁
舎
建
設
課
）

①
誤
解
を
生
む
よ
う
な
表
現

で
あ
り
十
分
反
省
を
し
て
い

る
。
こ
の
解
釈
は
各
団
体
か

ら
の
代
表
と
し
て
委
員
に

な
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
想

定
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

特
に
代
表
者
を
さ
し
て
い
る

も
の
で
は
な
い
。

②
業
者
選
定
に
当
た
っ
て
は

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
を
選
択

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
に 

関
す
る
条
例
の
制
定

問①
今
回
の
デ
マ
ン
ド
タ
ク

シ
ー
の
運
行
に
つ
い
て
は
、

中
山
地
域
は
タ
ク
シ
ー
会
社

２
社
が
ジ
ャ
ン
ボ
タ
ク
シ
ー

１
台
ず
つ
を
確
保
す
る
。
双

海
地
域
は
１
社
が
２
台
を
確

保
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ

の
２
台
の
確
保
に
つ
い
て
は
、

タ
ク
シ
ー
会
社
が
購
入
す
る

の
か
、
あ
る
程
度
市
が
補
充

す
る
の
か
。

②
市
民
に
対
し
て
、
ど
の
よ

う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す

る
の
か
。

答
（
ま
ち
づ
く
り
創
造
課
）

①
現
在
双
海
の
タ
ク
シ
ー
会

社
と
協
議
を
進
め
る
中
で
、

会
社
が
現
在
所
有
し
て
い
る

ジ
ャ
ン
ボ
タ
ク
シ
ー
と
、
も

う
１
台
は
、
会
社
が
購
入
し

て
対
応
す
る
と
い
う
回
答
を

得
て
い
る
。

②
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
つ
い

て
は
、
双
海
・
中
山
の
住
民

に
対
し
て
無
作
為
抽
出
で
、

２
０
０
０
世
帯
ぐ
ら
い
は
と

り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

水
道
給
水
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

問
　
今
回
の
料
金
改
定
で
値
上

げ
し
、
収
益
が
ア
ッ
プ
し
た

金
額
の
中
に
、
こ
れ
ま
で
の

起
債
の
償
還
金
が
含
ま
れ
て

い
る
か
。

答　
（
水
道
課
）

　

今
回
の
値
上
げ
は
、
年
間

必
要
経
費
を
維
持
す
る
た
め

に
、
そ
の
不
足
分
を
引
き
上

げ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
当

然
償
還
金
に
も
充
て
ら
れ
、

今
後
４
年
間
に
発
生
す
る
償

還
金
も
含
め
、
不
足
す
る
額

を
今
回
値
上
げ
し
て
い
る
。

国
際
交
流
事
業
支
援
補
助
金

問
　
こ
の
補
助
金
は
、
本
市
の

中
学
生
と
ア
メ
リ
カ
オ
レ
ゴ

ン
州
セ
ー
ラ
ム
市
の
中
学
生

が
交
互
に
行
き
来
し
、
ホ
ー

ム
ス
テ
イ
を
中
心
に
交
流
を

図
る
と
聞
い
て
い
た
が
、
そ

う
い
う
こ
と
は
決
ま
っ
て
い

る
の
か
。

答
（
ま
ち
づ
く
り
創
造
課
）

　

中
学
生
の
セ
ー
ラ
ム
市
へ

の
派
遣
に
つ
い
て
は
、
毎
年

可
能
だ
が
、
セ
ー
ラ
ム
市
か

ら
本
市
に
来
る
場
合
は
、
費

用
の
全
額
を
派
遣
生
が
負
担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、

毎
年
実
施
で
き
る
か
ど
う
か

わ
か
ら
な
い
状
況
で
あ
る
。

＊
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
と
は
、

主
に
業
務
の
委
託
先
や
建

築
物
の
設
計
者
を
選
定
す

る
際
に
、
複
数
の
者
に
目

的
物
に
対
す
る
企
画
を
提

案
し
て
も
ら
い
、
そ
の
中

か
ら
優
れ
た
提
案
を
行
っ

た
者
を
選
定
す
る
こ
と
。

○
総
務
委
員
会

委
員
長
　
　
佐
川
　
秋
夫

副
委
員
長
　
門
田
　
裕
一

委
　
員
　
　
武
智
　
邦
典

委
　
員
　
　
久
保
　
　
榮

委
　
員
　
　
岡
田
　
博
助

委
　
員
　
　
平
岡
　
一
夫

委
　
員
　
　
西
岡
　
孝
知

　
総
務
委
員
会
で
は
、
次

の
所
管
の
審
査
を
行
っ
て

い
ま
す
。

■
総
務
課

■
防
災
安
全
課

■
ま
ち
づ
く
り
創
造
課

■
財
務
課

■
庁
舎
建
設
課

■
税
務
課

■
会
計
課

■
行
政
委
員
事
務
局

■�

行
政
改
革
・
政
策
推
進
室

■
水
道
課

■�

地
域
事
務
所
の
所
管
部
分

■
議
会
事
務
局

デマンドタクシーの受付


